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令和５年度 TOKYO小売業＋Safe 協議会を開催します 

～小売業の店舗において現場視察による協議会を実施～ 

 

東京労働局(局長 辻田 博)は、「全国安全週間」における準備期間の取組の一環とし

て、管内のリーディングカンパニー、関係団体等を構成員とする令和５年度「TOKYO 小

売業＋Safe 協議会」を開催いたします。 

本協議会においては、小売業の店舗において、協議会構成員及び東京労働局労働基準

部長等による現場視察を予定しており、転倒災害等の多い小売業の安全衛生に対する更

なる機運醸成を推進することとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

                   店舗写真 

 

 

 

１ 日 時 ： 令和５年６月20日（火）14:00～16:00 

２ 店舗名 ： 株式会社いなげや 小平小川橋店 

３ 所在地 ： 東京都小平市小川町１－432－１ 

※会議につきましては、現場視察を含め一部公開の上、開催します。 
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東 京 労 働 局 労 働 基 準 部 安 全 課 

課 長 伊 藤  聖 

主 任 安 全 専 門 官 大 木  訓 

電 話 03(3512)1615 

厚生労働省 

東京労働局発表 

令和５年６月 12 日 

Press Release 
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東京労働局労働基準部安全課あて 

 
メール：anzenka-toukyoukyoku@mhlw.go.jp 
 

取材申込書 

取材日 ６月20日 TOKYO小売業＋Safe協議会 

会社名  

参加人数  

連絡先電話番号  

令和５年６月19日（月）12：00必着 

(1) 当日に取材を希望する報道関係者は、「取材申込書」に必要事項を記入の上、東京労働局労

働基準部安全課までメール(anzenka-toukyoukyoku@mhlw.go.jp)にてご連絡願います。 

(2) 当日は13時50分までにレジ横サービスカウンターにお越しください。 

(3) 現場内の撮影に当たっては、現場職員の指示に従ってください。 

(4) 衛生上の理由で一部箇所入室時にネットと紙帽子の着用をしていただきます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

〒102-8306                              

東京都千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎 13 階                                                                                                            

東京労働局労働基準部安全課(小林）                                                    

TEL 03-3512-1615 

～トップが発信！ みんなで宣言 一人一人が「安全・安心」～ 

西武拝島線「東大和市駅」より  

徒歩約 12 分 

mailto:anzenka-toukyoukyoku@mhlw.go.jp


令和５年度第１回「ＴＯＫＹＯ小売業＋Safe 協議会」 

 

令和５年６月 20 日（火）14：00～16：00 

                  於  いなげや小平小川橋店 内 

（東京都小平市小川町 1-432-1） 

 

 

次第 

 

１ 開会あいさつ                          

東京労働局労働基準部長  角南  巌  

       

２  東京労働局説明    

（１）第 14 次東京労働局労働災害防止計画等について   

東京労働局労働基準部   

安全課長  伊藤  聖  

（２）SAFE コンソーシアム・アワードについて       

東京労働局労働基準部安全課  

産業安全専門官  小林  高士  

 

３  視察等  

 （１）視察にあたっての取組紹介等            

                          株式会社いなげや人事部労務課   

課長代理  小川  秀樹  氏  

 （２）視察                      

                  

―――――    休  憩（報道機関退席）   ―――――  

 

４  視察講評                       

 

５  意見交換・討議                                                

 

取材範囲 


